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Ⅳ ３８の政策 

２（冊子 68） 

魅力と活力あふれる都心部の機能強化 
 
✦政策の目標・方向性 

 
 
 
 
 
 

✦現状と課題 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

政策 19 

・横浜の顔である都心臨海部や、神奈川東部方面線によりポテンシャルの高まる新横浜都心と
沿線地区、日本をリードする産業地域である京浜臨海部など、横浜の成長エンジンとなるエ
リアにおいて、経済活性化や持続的な成長に向けた都市づくりを進めます。 

・国内外からの多くの来街者を惹きつける都市空間の形成や、まちの回遊性向上など、地区ご
との特性に合わせた魅力向上を図り、さらなる賑わいを創出します。 

・横浜の成長をけん引する都心部では、羽田空港等との良好なアクセスや豊富な人材など、優
れたビジネス環境と、港に面した歴史ある美しい街並みをいかし、各地区で、国内外から多
くの人と企業が訪れ、魅力と活力にあふれるまちに向け、取組を進めてきました。その結果、
企業本社や研究開発機能に加え、エンターテイメントの集積等につながっています。 

・道路・鉄道等の交通ネットワークの充実や羽田空港の国際便増便などのさらなる交通利便性
向上や、ラグビーワールドカップ 2019TM、東京 2020オリンピック・パラリンピックの開催
などの機会をいかし、来街者の滞在環境整備や、水辺や緑などのまちの資源を活用した空間
づくり、多彩な交通の充実など、横浜の魅力や活力を高める取組が必要です。 

・都市としての国際競争力や魅力・活力を高めるためには、都心臨海部を核として地区ごとの
特性と魅力をいかしたまちづくりをさらに進めるとともに、各地区での取組を連携させるこ
とで相乗効果を生み出し、都市全体の活性化につなげることが重要です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・新横浜都心とその周辺では、神奈川東部方面線の整備による交通利便性向上の効果を最大限
にいかし、新横浜都心の機能強化や日吉・綱島地区でのまちづくりなど、沿線の魅力を高め
るまちづくりを進め、地域全体の活性化につなげることが必要です。 

・京浜臨海部では、今後も日本をリードする産業地域とし発展していくため、生産機能の高度
化や成長分野における研究開発機能の集積と合わせて、先端産業をけん引する地域としての
魅力ある新たな都市空間を形成することが求められています。 

 
 
 
 

横浜駅周辺 
国際都市の玄関口として、駅の魅力

向上や賑わいのある都市空間の形成・
災害時の安全性確保など、国際競争力
強化に資するまちづくりを進めます。 

関内・関外 
市庁舎移転を契機とした拠点づくりを

進め、多様な機能が複合したまちづくり
により、地区全体の活性化を図ります。 

各地区の魅力を 
つなぎ合わせる 

みなと交流軸 

みなとみらい２１ 
横浜を代表する国際ビジネス・

MICEの拠点地区として、本社や研
究開発機能、エンターテイメント
等の集積をいかし、さらなる活力
や賑わいの創出を進めます。 

東神奈川臨海部周辺 
新たな拠点として、総

合的な地域の再編整備を
行います。 

山下ふ頭周辺 
新たな魅力創出を目

指し、ハーバーリゾー
トの形成に向けて再開
発を推進します。 

都心臨海部の各地区の位置と方向性 



Ⅳ ３８の政策 

３（冊子 69） 

✦指標 
 指標 直近の現状値 目標値 

（33年度末） 所管 

1 都心部の駅の 1日当たり平均乗降客数 341万人/日（28年度） 355万人/日 都市整備局 

2 みなとみらい２１地区の就業者数 10.5万人（29年） 12.5万人 都市整備局  
✦主な施策（事業） 
１ 横浜駅周辺・東神奈川臨海部周辺のまちづくりの推進 所管 都市整備局 

横浜駅周辺では、「エキサイトよこはま２２」に基づき、鶴屋地区国家戦略住宅等の再開発や、西口駅前広場等の
基盤整備、東口開発の検討等を推進します。東神奈川臨海部周辺では、東高島駅北地区等の開発を推進します。 

想定 
事業量 

①横浜駅周辺 基盤整備事業完了３か所 国家戦略住宅整備事業完了１
か所 ②東神奈川臨海部周辺 完了１地区、事業中１地区 
【直近の現状値】29 年度：①事業中２か所 ②事業中１地区  

計画上の 
見込額 

126 億円 

 
２ みなとみらい２１地区のまちづくりの推進 所管  都市整備局、経済局、文化観光局、

港湾局、温暖化対策統括本部 
大規模街区等の開発を進め、本社や研究開発機能の集積をいかした企業誘致やさらなる観光・エンターテイメント

等の集積を図るとともに、街区開発に合わせた基盤整備、公民連携やエリアマネジメント等の取組により、新たなビジ
ネス・産業や賑わいが生み出されるまちづくりを進めます。 

想定 
事業量 

①本格開発しゅん工件数 15 件 
②新たな MICE 施設の周辺基盤整備 供用（32 年度） 
【直近の現状値】29 年度：①建設中８件、計画中７件  ②事業中 

計画上の 
見込額 

149 億円 

 

３ 山下ふ頭の再開発の推進 所管 港湾局 
山下ふ頭が持つ優れた立地特性をいかし、大規模で魅力的な集客施設の導入などを含め、都心臨海部における

新たな賑わい拠点の形成に向けて再開発を推進します。 

想定 
事業量 

事業推進 
【直近の現状値】29 年度：事業中 

計画上の 
見込額 

210 億円 
 
４ 関内・関外地区の活性化の推進 所管 都市整備局、総務局、経済局、

建築局、市民局、道路局 
新市庁舎整備の推進等により北仲通地区の拠点機能を高めるとともに、関内駅周辺地区での国際的な産学連

携、観光・集客による賑わいの拠点づくりを進めます。文化芸術や業務機能の再生のためのまちづくりを引き続き進め
るとともに、スポーツ・健康の拠点づくり等、多様な機能が複合したまちづくりにより、地区全体の活性化を図ります。 

想定 
事業量 

①現市庁舎街区 跡地活用計画決定 ②新市庁舎供用 （32 年度） 
【直近の現状値】29 年度：①推進 ②事業中 

計画上の 
見込額 

909 億円 
 

 

※ｐ.73 の政策 21 主な施策（事業）1 の想定事業量①の一部 

 

５ 都心臨海部における回遊性向上の推進 所管 都市整備局、道路局、港湾局、  
交通局、文化観光局、環境創造局 

連節バスを活用した「高度化バスシステム」の導入や水上交通などの公民連携の取組による多彩な交通の充実を
図るとともに、公共空間の活用やイベント間の連携等により、人々が楽しみながら回遊できるまちづくりを進めます。 

想定 
事業量 

連節バスを活用した「高度化バスシステム」の一部導入（32 年度） 
【直近の現状値】29 年度：推進 

計画上の 
見込額 

48 億円 

6 新横浜都心とその周辺のまちづくりの推進 所管 都市整備局、     
温暖化対策統括本部 

神奈川東部方面線の整備等による交通利便性の向上をいかし、新横浜都心での商業・業務機能の集積や市街
地開発による都心機能の強化や、日吉・綱島地区における新綱島駅周辺の市街地開発を進めるほか、先進的な企
業と連携した環境の取組など、沿線の魅力を高めるまちづくりを進めます。 

想定 
事業量 

①新横浜駅南部地区のまちづくり 推進 ②羽沢駅（仮称）周辺土地区画
整理 事業中 ③新綱島駅周辺地区市街地開発   事業中３地区 ※ 
【直近の現状値】29 年度：①推進 ②・③事業中（検討中含む） 

計画上の 
見込額 

55 億円 

7 京浜臨海部のまちづくりの推進 所管 都市整備局、経済局、 
港湾局 

生産・物流機能の高度化やイノベーションを誘発する拠点機能の導入を図るとともに、土地利用と連動させた輸送
機能の強化や新技術による移動手段の検討など、来街者等にとって魅力的な都市空間の形成を進めます。 

想定 
事業量 

まちづくり検討地区 ３地区（守屋・恵比須地区、末広地区、山内地区） 
【直近の現状値】29 年度：マスタープラン改定に向けた検討 

計画上の 
見込額 

0.1 億円 



Ⅳ ３８の政策 

４（冊子 70） 

市民に身近な交通機能等の充実 
 

✦政策の目標・方向性 

・誰もが移動しやすい地域交通を実現するため、市民に身近な交通手段の維持・充実を図ります。 
・安全・安心・円滑に移動できる道路空間の実現や、身近な交通結節点である駅での安全性・    
利便性の向上により、人にやさしい移動環境づくりを進めます。 

・自転車通行空間や駐輪環境の整備、利用ルールの啓発などにより、自転車を安全・快適に利用
できる環境を創出します。 

✦現状と課題 

・市民に身近な交通手段の確保に向け、これまで路線バスの維持や利用促進につながる取組や、
29地区で「地域交通サポート事業」による地域への支援などを進めてきました。 

・人口減少社会の到来や超高齢化社会の進展を踏まえ、バスなどの公共交通サービスの維持・充
実や、買物・医療・福祉・子育て等の多様なニーズに対応した交通サービスの導入により、誰
もが便利に利用できる身近な移動手段を確保することが求められています。 

・子どもから高齢者まで安心して外出できるよう、通学路や踏切など道路空間の安全対策を進め
てきましたが、さらに取組を進める必要があります。 

・多くの人が集まる駅や駅周辺を中心に、ユニバーサルデザインの考え方を踏まえ、引き続き利
便性や安全性を高めていく取組が必要です。 

・環境にやさしく健康づくりに役立つ自転車について、ハード・ソフト両面で利用しやすい環境
を整えていく必要があります。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

政策 20 

地域の主体的な取組により導入されたバス 
（地域交通サポート事業） 

 

道路空間の安全対策の例 
（狭さくの設置） 

 

自転車通行空間整備の例 

 

高齢者等移動支援バスモデル事業（緑区・都筑区） 

緑区山下地区、都筑区都田・池辺地区では、横浜環状北西線建設関
連企業による「地域貢献協議会」から提供されたワゴン車両を用いて、
高齢化が進んでいる地域、幅員の狭い道路が多く路線バスの運行が困
難な地域において、地域の共助（地元ボランティア）によるバスの実
証運行を行っています。 
今後も地域交通サポート事業をはじめとした様々な手法を活用し

て、地域交通の維持・充実が図れるよう取り組んでいきます。 
都田・池辺地区ボランティアバス 



Ⅳ ３８の政策 

５（冊子 71） 

 
✦指標 

 指標 直近の現状値 目標値 
（33年度末） 所管 

１ 地域交通サポート事業により新設さ
れたバス停の数 

85か所（累計） 
（29年度） 120か所（累計） 道路局 

２ バリアフリー基本構想が策定された駅数 26駅（累計） 
（29年度） 34駅（累計） 道路局 

３ バス・地下鉄などの便に対する満足度 50.7% 
（29年度） 54% 都市整備局 

✦主な施策（事業） 

１ 地域交通の維持・充実◇ 所管 道路局、都市整備局、 
健康福祉局、交通局、政策局、区 

地域との連携などにより、駅と主要な拠点を結ぶバス等の公共交通の維持・充実を図るとともに、住民・NPO・企業
等の多様な担い手による交通サービスや、ＩＣＴ等を活用した新たな技術の導入の可能性の検討などにより、市民に
身近な交通の充実を図ります。併せて、乗降しやすいノンステップバスの導入を進めます。 

想定 
事業量 

①地域交通サポート事業 37 地区（累計） 
②新たな交通サービスに向けた社会実験等の取組 ４件（累計） 
③ノンステップバス導入補助 888 台（累計） 
【直近の現状値】29 年度：①29 地区（累計） ②－（累計） ③668 台（累計） 

計画上の 
見込額 

19 億円 

◇p.73 の政策 21 の主な施策（事業）６に後掲 

２ 歩行者の安全確保や地域の利便性向上 所管 道路局 

通学路等の生活道路の安全を確保するため、歩道設置、路側帯のカラー化、車両速度を抑制する狭さくの整備、
踏切の安全対策などを推進するとともに、交通安全教育・啓発を実施します。また、道路の拡幅や、河川両岸の地
域の一体性を高める橋梁整備など、市民の利便性向上に資する道路整備を推進します。 

想定 
事業量 

①あんしんカラーベルト整備延長 403ｋｍ（累計） 
②踏切安全対策実施計画に基づく歩行者対策 供用８か所（累計） 
【直近の現状値】29 年度：①319ｋｍ（累計） ②供用１か所（累計） 

計画上の 
見込額 

150 億円 

 
３ 鉄道駅の利便性・安全性の向上 所管 

都市整備局、道路局、 
健康福祉局 

駅とその周辺において、歩行者空間及びエレベーター等の整備や駅改良の実施に向けた検討を行い、駅までのア
クセスや乗り継ぎ、乗換えなどの利便性向上に取り組みます。また、駅の可動式ホーム柵の整備促進等により、安全
性の向上を図ります。 

想定 
事業量 

①利便性向上のため改良した駅等 完了 ７駅 
②可動式ホーム柵の補助対象駅整備済 28 駅（累計） 
【直近の現状値】29 年度：①事業中 ５駅 ②８駅（累計） 

計画上の 
見込額 

35 億円 

 
４ バリアフリー化等の推進 所管 道路局 

駅周辺を中心に、バリアフリー基本構想の策定や歩道の段差解消等を行い、誰もが移動しやすい歩行者空間を創
出するとともに、利便性や魅力の向上につながるみちづくりの検討に取り組みます。 

想定 
事業量 

バリアフリー歩行空間の整備延長 47.8ｋｍ（累計） 
【直近の現状値】29 年度：39.8ｋｍ（累計） 

計画上の 
見込額 

６億円 

 
５  自転車施策の総合的な推進 所管 道路局 
自転車の活用を推進するため、自転車の通行空間の整備を進めるとともに、駐輪場の附置義務条例の運用など

による駐輪環境の充実、ルールやマナーの周知など、総合的な取り組みを進めることで、自転車を安全・快適に利用
できる環境の創出を図ります。 

想定 
事業量 

①自転車通行空間の整備延長 43ｋｍ（累計） 
②市内の放置自転車台数 6,600 台未満 
【直近の現状値】29 年度：①33ｋｍ（累計） ②約 8,300 台 

計画上の 
見込額 

99 億円 

  



Ⅳ ３８の政策 

６（冊子 72） 

コンパクトで活力のある郊外部のまちづくり 
 

✦政策の目標・方向性 

・駅周辺では、地域の生活や経済を支える拠点の形成に向け、各地区の特性をいかしながら、市
街地開発等を着実に進め、若い世代を始め多世代に選ばれるまちづくりを進めます。 

・住宅地の再生・活性化に向け、団地の再生支援や生活支援機能（医療・福祉、子育て等）の充
実等を図るとともに、豊かな自然環境や良好な街並み等の魅力をいかした住環境を形成します。 

・駅等の拠点と住宅地等を地域交通でつなぎ、利便性の高いまちづくりを進めます。 
・駅やインターチェンジの周辺、米軍施設跡地等の都市的土地利用が見込まれる地域では、緑や農
地の保全とのバランスや周辺環境との調和を図りながら、戦略的な土地利用を推進します。ま
た、都市環境の変化をふまえた土地利用規制の見直し検討を進めます。 

✦現状と課題 

・戸塚駅、二俣川駅、金沢八景駅等主要な駅周辺で、市街地開発による地域の生活や経済を支え
る拠点整備を推進してきました。また、たまプラーザ地区等の持続可能な郊外住宅地推進プロ
ジェクトを中心に、多様な主体と連携した住宅地の活性化に取り組んでいます。 

・引き続き、暮らしの中心となる駅周辺では、生活利便施設等の充実や駅前広場等の都市基盤整
備など、誰もが生活しやすく、活動しやすい環境を整えていく必要があります。 

・住宅地では、人口減少・少子高齢化が進み、建物の老朽化、生活を支えるサービスの充実、地
域交通の確保、コミュニティの維持などの課題への対応が求められています。 

・内陸工業地における工場・研究所等の機能を維持するとともに、大規模な土地利用転換に際し
ては、周辺地域への影響やインフラ・公共施設等の状況をふまえ、地域に必要な機能の導入を
図るなど、調和のとれた適切な土地利用の誘導をしていく必要があります。 

・神奈川東部方面線・横浜環状道路等の整備や、米軍施設跡地の活用等の機会をいかし、地域や
市域の活性化、広域的課題の解決など戦略性をもった土地利用誘導が必要です。 

政策 21 

コンパクトな郊外部のまちづくりイメージ 



Ⅳ ３８の政策 

7（冊子 73） 

✦指標 
 指標 直近の現状値 目標値 

（33年度末） 所管 

１ 最寄駅周辺の整備の満足度 21.3%（29年度） 25％ 都市整備局 

２ 郊外部におけるまちづくりの地区数 26地区 
（29年度） 

74地区 
（４か年） 

建築局 
都市整備局 

 

✦主な施策（事業） 
１ 鉄道駅周辺のまちづくりの推進 所管 都市整備局 
主要な駅周辺において、土地区画整理事業・市街地再開発事業等により、駅前広場や歩行者空間等の整備、商

業・業務施設や都市型住宅、生活利便施設の集積など、拠点整備を推進します。また、規制誘導手法を活用し、地
域のニーズに応じた機能集積や賑わいの創出など民間等による事業化促進を図ります。 

想定 
事業量 

①鉄道駅周辺の拠点整備：完了４地区（４か年）、事業中７地区（４か年）  
②規制誘導手法を活用したまちづくりの誘導・支援地区数 ４地区（累計） 
【直近の現状値】29 年度：①事業中７地区 ②２地区 

計画上の 
見込額 

235 億円 

 
◇p.75 の政策 22 の主な施策（事業）６に後掲 
※p.97 の政策 33 の主な施策（事業）１の想定事業量④と同じ  

３ 地域まちづくりの誘導・支援の推進 所管 都市整備局、区 
地区計画等を活用したまちづくりの誘導を進めるとともに、市民発意のまちづくり活動・施設整備について、地域に

働きかける取組や助成等の支援を行い、地域の魅力向上や課題解決に向けた地域まちづくりを推進します。 

想定 
事業量 

地域まちづくりの誘導・支援の件数 240 件（４か年） 
【直近の現状値】29 年度：71 件/年 

計画上の 
見込額 

３億円 
 

４ 戦略的な土地利用の誘導・推進 所管 政策局、建築局、 
都市整備局、道路局等 

市街地の大規模な土地利用転換、駅やインターチェンジの周辺等でのインフラ整備等の機会をとらえ、良好な緑
環境の保全・創造とのバランスを図りながら、市街化調整区域を含めた戦略的な土地利用誘導を進めます。併せ
て、都市環境の変化に対応した土地利用規制の見直しの検討を進めます。 

想定 
事業量 

①土地利用誘導の推進、土地利用調整件数 80 件（４か年） 
②駅やインターチェンジの周辺における土地利用の推進：事業中２地区 
【直近の現状値】29 年度：①23 件/年 ②事業着手２地区 

計画上の 
見込額 

１億円 

 

５ 米軍施設の跡地利用の推進 所管 政策局、健康福祉局、 
環境創造局、都市整備局、道路局等 

旧深谷通信所、旧上瀬谷通信施設など市内米軍施設跡地について、地権者等と連携しながら、アクセス道路な
ど周辺の都市基盤整備等も含め跡地利用を推進します。 

想定 
事業量 

①旧深谷通信所：事業化検討(都市計画決定) 
②旧上瀬谷通信施設：土地利用(基本計画策定等)・周辺まちづくりの推進  
③根岸住宅地区：土地利用検討（跡地利用基本計画素案策定） 
【直近の現状値】29 年度：①跡地利用基本計画策定 ②・③土地利用検討  

計画上の 
見込額 

66 億円 

 

６ 地域交通の維持・充実◇ 所管 道路局、都市整備局、 
健康福祉局、交通局、政策局、区 

地域との連携などにより、駅と主要な拠点を結ぶバス等の公共交通の維持・充実を図るとともに、住民・NPO・企業
等の多様な担い手による交通サービスや、ＩＣＴ等を活用した新たな技術の導入の可能性の検討などにより、市民に
身近な交通の充実を図ります。併せて、乗降しやすいノンステップバスの導入を進めます。 

想定 
事業量 

①地域交通サポート事業 37 地区（累計） 
②新たな交通サービスに向けた社会実験等の取組 ４件（累計） 
③ノンステップバス導入補助 888 台（累計） 
【直近の現状値】29 年度：①29 地区（累計） ②－（累計） ③668 台（累計） 

計画上の 
見込額 

19 億円 

◇p.71 の政策 20 の主な施策（事業）１に前掲 

２ 持続可能な郊外住宅地再生の推進◇ 所管 建築局、都市整備局 
温暖化対策統括本部、区 

地域や民間事業者、大学等の多様な主体と連携しながら、多世代交流型の住宅整備や生活支援機能の確保、
コミュニティの充実等に取り組みます。また、団地再生ビジョンを策定し、コーディネーター派遣等の支援や団地再生
コンソーシアム等の取組を進めることにより、団地の総合再生を推進します。 

想定 
事業量 

①持続可能な郊外住宅地推進プロジェクト（東急田園都市線沿線、相鉄
いずみ野線沿線、十日市場、洋光台）の取組数 63 件（４か年）※ 
②団地支援数 61 件（４か年）（南永田団地、すすき野団地等） 
【直近の現状値】29 年度：①10 件/年 ②12 件/年 

計画上の 
見込額 

５億円 



Ⅳ ３８の政策 

８（冊子 102） 

交通ネットワークの充実による都市インフラの強化 
 

✦政策の目標・方向性 

・東名高速道路など広域的な道路網とのアクセスを強化することで、全国各地との人やモノの往来
を円滑化し、市民生活や経済活動を支えます。 

・都市計画道路の整備や道路と鉄道の連続立体交差事業を推進し、地域の利便性や安全性の向上を
図ります。 

・充実した鉄道ネットワークの構築を進め、市内外への移動の円滑化や利便性の向上を図ります。 

✦現状と課題 

・横浜北線が平成 29年３月に開通し、新横浜駅から羽田空港までの所要時間が短縮することで、
交通利便性が向上しました。 

・相模鉄道本線（星川駅～天王町駅）の連続立体交差事業により、下り線が高架化されたことで踏
切の待ち時間や自動車の渋滞が大幅に減少しています。 

・都市としての競争力を高めていくとともに、大規模地震発生時の物資の輸送路を確保するため、
横浜環状道路（北西線・南線）などの整備を推進し、東名高速道路など広域的な道路網とのアク
セスを強化する必要があります。 

・市内各地への円滑なアクセスを実現するため、市域の骨格を形成する道路ネットワークの構築や
ボトルネック箇所の解消も合わせて進める必要があります。 

・快適な市民生活や企業活動の活性化につなげるため、鉄道のさらなる利便性・速達性の向上や混
雑緩和を図る必要があります。 

 
 
 
 

政策 36 

市内外の拠点間を結ぶ鉄道計画 （資料：都市整備局） 

広域道路ネットワーク図 （資料：道路局） 

連続立体交差事業と連携した鶴ヶ峰駅北口周辺のまちづくり（旭区） 

旭区では、鶴ヶ峰駅付近の連続立体交差事業の推進を契機に、駅北口周辺の地域の方々とまちの課題
や将来像を話し合い、まちづくり構想の作成を進めています。鉄道の地下化に伴いまちづくりの自由度
が高まることを踏まえ、区役所・公会堂の立地をいかした「行政機能と文化施設の充実したまち」や「横
浜動物の森公園（ズーラシア）への玄関口としてふさわしいまち」を目指します。 



Ⅳ ３８の政策 

９（冊子 103） 

 
✦指標 
 指標 直近の現状値 目標値 

（33年度末） 所管 

１ 横浜環状北西線開通による横浜港か
ら東名高速道路までの所要時間 

約 40～60分 
（29年度） 約 20分 道路局 

２ 
相鉄・JR直通線開業による二俣川駅
から東京都心方面の所要時間（朝ラ
ッシュ時） 

約１時間 
（29年度） 約 45分 都市整備局 

 
✦主な施策（事業） 
１ 横浜環状道路等の整備 所管 道路局 

横浜港の国際競争力の強化や、横浜経済の活性化及び市民生活の利便性向上などを図るため、横浜環状道路
（北西線、南線）及び横浜湘南道路等の整備を推進します。 

想定 
事業量 

①北西線開通（東京 2020 オリンピック・パラリンピックまでを目指す） 
②南線・横浜湘南道路開通（32 年度 ※） 
【直近の現状値】29 年度：北西線、南線及び横浜湘南道路事業中 

計画上の 
見込額 

1,426 億円 

※土地収用法に基づく手続による用地取得等が速やかに完了する場合（事業者：国土交通省、東日本高速道路株式会社） 

２ 都市計画道路の整備 所管 道路局 

市民生活の安全・安心を確保し、横浜経済の活力を支えるため、都市計画道路の事業中路線の整備を推進する
とともに、未着手の優先整備路線についても整備に向けて取り組みます。 

想定 
事業量 

整備率 70％ 
【直近の現状値】29 年度：68.5％ 

計画上の 
見込額 

280 億円 

 
３ 連続立体交差事業の推進 所管 道路局 

道路交通の円滑化を図るとともに、分断された市街地の一体化による地域の活性化を図るため、相模鉄道本線
（星川駅～天王町駅、鶴ヶ峰駅付近）の連続立体交差事業を推進します。 

想定 
事業量 

①相模鉄道本線（星川駅～天王町駅） 事業完了 
②相模鉄道本線（鶴ヶ峰駅付近） 事業着手に向けた手続等の推進 
【直近の現状値】29 年度：①相模鉄道本線（星川駅～天王町駅） 下り
線高架化 ②－ 

計画上の 
見込額 

68 億円 

 
４ 神奈川東部方面線整備事業の推進 所管 都市整備局 

本市西部から新横浜を経由して東京都心部と直結することにより速達性を高め、利用者の利便性の向上を目指
すとともに、新横浜都心の機能強化や沿線地域の活性化を図るため、神奈川東部方面線の整備を推進します。 

想定 
事業量 

①相鉄・JR 直通線 開業（31 年度下期） 
②相鉄・東急直通線 事業中 
【直近の現状値】29 年度：①・②事業中 

計画上の 
見込額 

326 億円 

 

５  高速鉄道 3号線延伸等の事業化推進 所管 都市整備局、交通局 
鉄道ネットワークの構築に向けて、高速鉄道３号線の延伸（あざみ野～新百合ヶ丘）について事業化検討を推進し

ます。また、国の交通政策審議会答申を踏まえ、横浜環状鉄道等について事業性の確保に向けた検討を進めま
す。 

想定 
事業量 

高速鉄道３号線延伸の事業化推進 
【直近の現状値】29 年度：事業化判断に必要な調査検討 

計画上の 
見込額 

１億円 

 



Ⅴ 行財政運営 

10（冊子 144） 

計画的な市債活用による一般会計が対応する借入金残高の管理  
 

✦目標 

・横浜の成長・発展に向けた投資や公共施設の保全・更新への本格的な対応に、計画的に市債が

活用されています。 

・将来世代に過度な負担が先送りされないよう、一般会計が対応する借入金残高が適切に管理さ

れています。 

✦現状と課題 

・本市はこれまで、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく健全化判断比率の遵
守や、計画的な市債活用と一般会計が対応する借入金残高の縮減、社会経済情勢の変化等によ
り一般会計での負担が必要となった事業※への適切な対応などに取り組んできました。  
※ 料金収入や土地の売却収入等により収支を賄う性質の事業であるものの、社会経済情勢の変化等により、当初想定していた
需 

要の伸びや売却収入などが見込めず、事業資金の回収が困難と判断し、市税等により負担を行うことを決めたもの。（南本牧 
埋立事業、（一財）横浜市道路建設事業団、（公財）横浜市建築助成公社） 

 
 
 
 
 
 
 
 

・ラグビーワールドカップ 2019TMや東京 2020 オリンピック・パラリンピックといった世界規
模のビッグイベントを契機とした横浜の成長・発展に向けた社会資本整備や、次の世代へつな
げていくための既存公共施設の保全・更新等に着実に取り組むため、中長期的な視点を持って、
より計画的に市債を活用していくことが求められます。 

 
・これからも、「計画的な市債活用と一般会計が対応する借入金残高の管理」と「着実な公共投
資の推進」の視点から計画的に市債を活用することなどにより、「施策の推進」と「財政の健
全性の維持」を両立していく必要があります。 

✦取組の方向 

・施策の推進と財政の健全性の維持を両立するために、計画的な市債活用を図りながら、将来世
代に過度な負担を先送りしないよう、一般会計が対応する借入金残高を管理していきます。 

財政運営 1 



Ⅴ 行財政運営 

11（冊子 145） 

✦指標 
 指標 直近の現状値 目標値 

（33年度末） 所管 

計画的な市債発行を通じた借入金残高の適切な管理 

 

１ 横浜方式のプライマリーバランス 60億円の黒字 
（29年度現計） 

「４か年（30～33
年度）通期」での

均衡確保 
財政局 

２ 一般会計が対応する借入金残高 ３兆 1,600億円 ※ 
（29年度末見込み） 

29年度末残高の水
準以下 財政局 

※ 29 年度末見込みの金額は 30 年４月試算値 
 

✦主な取組 
１ 中長期的な視点からの計画的な市債活用と残高管理 所管 財政局 
■一般会計の市債活用額は、計画期間中（30～33 年度）の公債費元金の範囲で計画的に活用し、横浜方式の

プライマリーバランスについて、「４か年（30～33 年度）通期」での均衡を確保します。 
 

「30 年度から 33 年度の通期で均衡」が確保される水準  
30～33 年度の公債費見込額（元金（3 セク債分除く））：5,900 億円程度（30 年４月試算値） 
横浜方式のプライマリーバランス（ＰＢ）は 32 年度完成を目指し進めてきた事業進捗に応じ、計画期間の前半・ 
後半で変動 ※1 

 

４年間全体の PB の合計       30・31 年度の PB          32・33 年度の PB 

均衡を確保      ＝       赤 字                  黒 字 

▲250 億円程度/年         ＋250 億円程度/年 
 
 

30・31 年度の市債活用額     32・33 年度の市債活用額  

（1,700 億円程度/年）※2     （1,250 億円程度/年）※3 
 

※1 32 年度完成を目指し進めている事業（計数は 30 年度予算時の 31 年度事業費見込額） 

新市庁舎整備（本体工事及び中層部内装工事、設備工事部分）：約 400 億円  

横浜環状北西線整備（首都高速道路（株）への出資金部分）：約 15 億円 

南本牧ふ頭 MC-4 整備（国直轄負担金）：約 18 億円 

※2  30 年度当初予算市債活用額：1,716 億円、30 年度ＰＢ：▲252 億円 

※3  計画期間中の各年度の市債活用額は、社会経済情勢等の変化を踏まえ、各年度の予算編成の中で整理します。 

 
■一般会計が対応する借入金残高は、計画的な市債発行を通じて、33 年度末に、29 年度末残高以下に 

するよう適切に管理します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（参考）33 年度一般会計市債残高見込み：約２兆 6,200 億円 

33 年度一般会計市債残高は、29 年度末残高（約２兆 5,300 億円）に比べ増加する見込みですが、これは過年度に

発行した満期一括償還債の実償還額の影響によるものです。本計画期間では、横浜方式のプライマリーバランスの均衡

確保の範囲内で市債活用することから、実質的な残高は増加しません。 

直近の 
現状値 

市債発行額：1,716 億円（30 年度当初予算） 
横浜方式のプライマリーバランス：▲252 億円（30 年度当初予算） 



Ⅴ 行財政運営 

12（冊子 146） 

２ 社会経済情勢の変化等により一般会計での負担が必要となった事業への適切な対応  所管 財政局、道路局、 
建築局、港湾局 

■ 「社会経済情勢の変化等により一般会計での負担が必要となった事業」について、これまでの対応を踏まえな 
 がら、以下のとおり、計画的に対応していきます。 

＊表中の債務額及び収支不足額は、15 年に公表した「中期財政ビジョン」等において示した額 

南本牧埋立事業 

・34 年度末に埋立を完了し、保有土地の売却を進めるとともに、その後の会計の廃
止に向けて、新規廃棄物処分場整備に伴う負担（護岸費相当額 13 年度末：約
900 億円）と収支不足（約 600 億円）について一般会計で計画的に負担します。
（一般会計負担期間：16～44 年度、29 年度までの一般会計負担：約 573 億円） 

（一財）横浜市道
路建設事業団 

・（一財）横浜市道路建設事業団の民間借入金等の債務（14 年度末：約 910 億円）
について、一般会計で計画的に負担します。（計画的処理期間：15～39 年度、29
年度までの一般会計負担：約 500 億円） 

（公財）横浜市建
築助成公社 

・みなとみらい公共駐車場を本市へ移管することとし、その債務約50億円について一
般会計で計画的に負担します。（一般会計負担期間：27～32 年度、29 年度までの
一般会計負担：約 22 億円）  

直近の 
現状値 

30 年度負担額：90 億円（埋立事業）、50 億円（（一財）横浜市道路建設事業団）、 
９億円（（公財）横浜市建築助成公社） 

  

３ 特別会計・企業会計のさらなる健全化の推進 所管 

財政局、経済局、健康福 
祉局、医療局病院経営本
部、環境創造局、都市整備
局、道路局、港湾局、水道
局、交通局 

■企業会計については、引き続き自主的・自立的な経営を推進するため、中期的な経営の基本計画である「経営
戦略 ※１」（中期経営計画）に基づき、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組みます。 

 ※１ 経営戦略：26 年８月の総務省通知により策定が求められている、公営企業が将来にわたって安定的に事業を継続していくための中

長期的な経営の基本計画 
■これまで経営計画を策定してきた企業会計に加え、特別会計 ※2についても、会計ごとに財政目標や目標達成

に向けた取組等を明記した会計運営計画を策定し、計画的かつ効率的な事業運営に取り組みます。 
  ※2 港湾整備事業費、中央卸売市場費、中央と畜場費、市街地開発事業費、自動車駐車場事業費、新墓園事業費、風力発電事業費 
■一般会計から特別会計・企業会計への繰出金は、繰出基準等を踏まえた範囲を原則とし、毎年度の負担額

は、各会計の経営計画や一般会計の財政見通しを踏まえながら、一般会計が対応する借入金残高の管理と一
般会計負担額の平準化という視点から、計画的に実施します。 

直近の 
現状値 

○企業会計の現行の経営計画 
「横浜水道中期経営計画（平成 28 年度～31 年度）」（水道事業・工業用水道事業） 
「市営交通 中期経営計画（平成 27～30 年度）」（自動車事業・高速鉄道事業） 
「横浜市立病院中期経営プラン 2015-2018」（病院事業） 
「横浜市下水道事業中期経営計画 2014」（下水道事業） 

○一般会計から特別会計・企業会計への繰出金 
788 億円（特別会計 99 億円、企業会計 689 億円：30 年度当初予算） 

法律に基づく、財政健全化の枠組みについて 
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、全ての自治体では、毎年度の決算に基づく実質公債

費比率等の健全化判断比率を公表することとなっています。 
本市では、本計画の策定に合わせ、30 年度から 33 年度までにおける健全化判断比率の推計値を公表します。 
（なお、推計の前提は、p.158～p.160 における財政見通しと同じ考え方に基づいています。） 
 
健全化判断比率 説明 28 年度決算値 30～33 年度推計値 

実質公債費比率 
財政規模に対する１年間で支払った 

借入金返済額などの割合 
16.5％ 

概ね 12％～13％ 

程度で推移 

将来負担比率 
財政規模に対する将来市が支払う 

借入金返済額などの割合 
160.7％ 

概ね 140％～160％ 

程度で推移 

実質赤字比率 財政規模に対する一般会計等の赤字の割合 － － 

連結実質赤字比率 財政規模に対する全会計の赤字の割合 － － 
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市債は、世代間負担の公平性の観点から、中長期的な視点を持って活用していくことが重要です。 

本計画では、「横浜方式のプライマリーバランスの均衡確保」と「一般会計が対応する借入金残高の
管理」の２つを財政目標に掲げ、将来世代に過度な負担を先送りしない計画的な市債活用により、必
要な公共投資を着実に進めます。 
また、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく実質公債費比率などの健全化判断比

率は、国の基準値※を引き続き遵守するとともに、主な政令指定都市等の財政指標（決算値）の比較・
分析等を通じて本市財政のポジショニングを確認・公表していくなど客観性も重視していきます。 

 
 
 
 
 
 
 

 

※ 主な健全化判断比率における国の早期健全化基準 実質公債費比率：25.0％ 将来負担比率：400.0％ 

 

 

 
 
 

本計画期間では、横浜環状北西線や新市庁舎、新港 9号岸壁など 32年を目指した施設整備を進
めながら、保育所、特別養護老人ホームなどの社会福祉施設や道路・公園等の市民に身近な基盤
整備についても、引き続き計画的に事業費を確保していきます。また、中長期的な観点から、既
存公共施設の保全・更新への対応についても、学校や市営住宅の建替え着手等もあり、さらに強
化していきます。 
こうした新たな社会資本整備と既存公共施設の保全・更新の両立を図っていくために、計画的

な市債活用を図るとともに、国費等の積極的な特定財源の確保や、市費負担の抑制・平準化にも
つながる公民連携手法の採用等に取り組みます。同時に、市内経済を支える市内中小企業への発
注量の確保や分離・分割発注等の取組を、引き続き市政の重要方針として推進します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たな社会資本の整備と既存公共施設の保全・更新の両立 
 

 

 

計画的な市債活用と一般会計が対応する借入金残高の管理 

～ 「施策の推進と財政の健全性の維持」の両立 ～ 

 

施策の推進と財政の健全性の維持の両立 
～ 横浜市将来にわたる責任ある財政運営の推進に関する条例 ～ 

中長期的な視点からの計画的な市債活用 

横浜方式のプライマリーバランスの均衡確保 

財政情報の見える化、財政指標の活用（健全化判断比率の遵守、主な政令指定都市比較等） 

市内経済を支える市内中小企業への発注量の確保や分離・分割発注等の取組の推進 

計画的な市債活用 

32 年完成を目指した事業、 
市民に身近な基盤整備の計画的な実施 

既存公共施設の保全・更新への対応の強
化 

着実な公共投資の推進 

～ 「新たな社会資本の整備と既存公共施設の保全・更新」の両立 ～ 

 

国費等の積極的な財源確保 公民連携手法の採用 

一般会計が対応する借入金残高の管理 
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～自主的・自立的な公営企業の取組～  
 
市民生活に必要なサービスのうち、水道事業、交通事業、病院事業については、企業としての経済性

を発揮しながら公共の福祉を増進するため、地方公営企業法の全てを適用し、市長から任命された管理
者をトップとする公営企業が独立採算制のもと、経営を行っています。 
 それぞれの公営企業では、管理者が事業環境を踏まえた経営目標を定め、その目標を達成し、将来に
わたって安定的に事業を継続していくために、中期的な経営計画を策定し、自主的・自立的な経営を推
進しています。（各公営企業の中期的な経営計画の詳細については、Webサイト等をご覧ください。） 
 
１ 水道事業 所管 水道局 
「暮らしとまちの未来を支える横浜の水」を基本理念とする「横浜水道長期ビジョン・中期経営計画

（平成 28～31年度）」のもと、水道施設の更新・耐震化を着実に進めるとともに、民間と連携した災
害対策、環境保全やお客様サービスの拡充、国内外の社会貢献に取り組みます。 
また、施設や水道管の更新需要が増大する一方、今後の人口減少社会の到来により長期的な水道料金

収入の減少が見込まれる厳しい経営環境の中、持続可能な経営基盤を確立するため、全ての事業を点検
し経費削減や資産の有効活用により財源確保に努めながら、水道料金等の在り方を取りまとめていきま
す。 
これらの経営状況を分かりやすく情報発信し、市民や事業者の皆様のご理解を得ながら、24時間365

日安全で良質な水をお届けしてきた 130年の歴史ある横浜水道を、次世代に引き継いでいきます。 

主な目標 
◯西谷浄水場など基幹施設や水道管路の着実な更新・耐震化 
◯民間事業者等との連携強化や応急給水施設の整備などによる災害対応力の強化 
◯審議会答申を踏まえた水道料金水準、料金体系等の取りまとめ 

 

２ 交通事業 所管 交通局 

「自主自立の経営」を維持し、「信頼と共益の市営交通」の実現を目指した「市営交通 中期経営
計画（平成 27～30年度）」のもと、安全を最優先に地下鉄、バスの運行を継続していきます。 
高速鉄道事業では、沿線の人口増加が見込まれる市営地下鉄グリーンラインの輸送力の増強・混雑

緩和のため、６両化の検討を進めるなど、快適で利用しやすい交通サービスの提供に努めます。自動
車事業では、超高齢社会が進展する中、最も身近な地域の交通手段として、バスネットワークの維持・
充実を図っていきます。両事業とも、安心してご利用いただくため、全体の採算性を維持しながらも、
老朽化した設備への必要な投資を確実に実施していきます。33年に 100周年を迎える市営交通は、今
後とも、まちづくりの一翼を担いながら、公営交通として市民の足を支えていく役割を担っていきま
す。 

主な目標 
◯安全性の向上・サービスの充実などによる「安全・確実・快適な交通サービスの提供」 
◯増収策・コスト削減などによる「経営力の向上」 
◯本市まちづくり政策とも連携した「交通ネットワークの充実」 

 
３ 病院事業 所管 医療局病院経営本部 

 経営目標や市立病院の役割を明確化する次期「横浜市立病院中期経営プラン（仮称）」を策定し、
患者や市民の視点に立った良質な医療の提供と持続可能な経営基盤の確立を達成します。 
「市民病院」では、市民の皆様に将来にわたり高度で良質な医療を提供し続けるため、手術室の増

室や緩和ケア病棟の拡充、災害機能の強化などを折り込んだ再整備事業に取り組みます。「脳卒中・
神経脊椎センター」では、脳血管疾患や神経疾患、脊椎脊髄疾患を中心とした医療を提供し、自律的
な経営を確立していきます。「みなと赤十字病院」では、指定管理者である日本赤十字社による運営
のもと、救急医療やアレルギー疾患対策等、政策的医療のより一層の充実に取り組みます。 

主な目標 
◯政策的医療・高度急性期医療のさらなる充実・強化による「安全で質の高い医療の提供」 
◯地域医療を担う人材育成や市立病院の機能をいかした「地域包括ケアシステムへの支援」 
◯老朽化・狭あい化を解消し、医療の高度化等に対応する「市民病院再整備事業の実施」 

コラム 
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